
実態の話は、先ほど行政説明でありましたので、簡単にいきたいと思いま
す。

厚生労働省の委託調査で行った中学校２年生と高校２年生なんですが、配布
数と回答数に大きな差があるんですよね。そういう意味で、山口県のアン
ケートは、とっても有効と言いますか、参考になる数ですね。
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家族構成ですが、どうしても「ひとり親世帯」や、おじいちゃん、おばあ
ちゃんと一緒に住んでいる「三世代世帯」が多いんですが、家族の世話をし
ている人の半分は親と子どもの「二世帯世帯」です。核家族で、両親がいて
子どもがいるという世帯ですね。

ですから、このヤングケアラーは、どの家庭でも発生するんだという理解が
必要だと思います。
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誰をケアをしてるかについては、きょうだいが一番多かった。ヤングケア
ラーはイギリスで取り組みが始まって、その影響で日本でも取り組みが始
まっているところなんですけれども、欧米では祖父母の割合が一番多いんで
す。「日本は核家族化している」と言われるんですけれど、欧米だって核家
族化している。それでも欧米では祖父母をケアする割合が高く、日本では
きょうだいをケアする割合が多いというのは、日本の特徴かなと思います。

ケアの対象がきょうだいである割合は、中学生が６割ぐらいで、高校生にな
ると４割ぐらいになります。
これは当たり前のことで、中学生のきょうだいは小学生で、高校生のきょう
だいは小学校高学年から中学生になることが多い。そうするときょうだいの
見守りをしている割合は、だんだん少なくなってきてしまいます。

見守りは、何もしていないわけではなくて、結局、親御さんがいないので、
早く学校から帰ってこなければいけなかったり、部活ができなかったり、友
達と遊べなかったりします。「この時間までに帰らなければいけない」と思
うだけで気ぜわしかったりして、自由がない。友達と遊べない、部活ができ
ないことで、我慢をすることが増えてきます。
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ケアの相手と内容ですけれども、親の世話をしている人は、家事が一番多
かったです。
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きょうだいの世話をしてる人は、見守りが一番多かったです。
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ケアをする時間や頻度は、「月に１回」という子も一定数いますが、「ほぼ
毎日」という子が４割から５割近いところになります。「週３～５日」まで
を含めると半分を超えてしまいます。

そして、１日あたりの時間も「３時間未満」が４割ぐらいですが、「７時間
以上」が約10パーセントになります。７時間というと、睡眠時間が８時間、
学校にいる時間が８時間とすると、残りの時間全部を介護に費やしていると
いう状況になります。

ちょっと気になったんですけれども、山口県のアンケートで「世話をしてい
るため、やりたいけどできていないことがある」という人をヤングケアラー
と定義されたということでした。けれども、これは子どもの主観なんですよ
ね。皆さん方も思い当たることがあるかもしれませんが、例えば、周りに心
配な人がいて、「大丈夫ですか」って聞くと、「いや、大丈夫です」って言
われます。しかし、大変な人ほど「大丈夫」と言う気がしませんか。

行政説明を聞いていて、「子どもの主観でヤングケアラーを定義していいの
かな」と、ちょっと気になりました。実際に世話の時間がどれくらいなのか
ということを考えた方がいいかもしれません。

39



日本ケアラー連盟が日本で最初にヤングケアラーの課題に取り組み始めたの
ですが、厚生労働省が調査を行うより前の2015年と2017年に、新潟県南魚沼
市と、神奈川県の藤沢市で調査を行いました。これは、学校の先生に「ヤン
グケアラーとはこういう子どもたちのことをいいます」と示して、学校の先
生に該当する子どもをピックアップしてもらい、その子たちの学校生活への
影響を聞いたものです。
 
結果は「欠席」が一番多かったです。そして、「遅刻」があったり、「宿題
をしてこない」とかです。つまり、家族の世話、特に小さい子の世話をする
ことによって欠席になってしまうのです。

これは、「家に小さい子がいて、保育園や幼稚園に行っておらず、その面倒
を見なければいけないから自分も休む」という場合と、「自分が休んで不登
校になっているから、家にいる間、きょうだいの世話している」という場合
のどちらかは分かりません。しかし、ヤングケアラーと欠席の問題は、かな
り大きな関連があるのだろうと思います。親の代わりに役所に手続きに行っ
たり、保育園の送迎をしたりなど、いろんな形でケアをしていることで、
「遅刻が多い」、「家で宿題をする時間がない」といった影響が出ているの
かもしれません。
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41

お願いしたいことは、特に学校の先生に発見するチャンスが多いんですけれ
ども、例えば「宿題をしてこない」、「遅刻をする」ということは、基本的
には「ちゃんと時間どおり来なさい」、「ちゃんと家で宿題をしてきなさ
い」と指導する対象なのですが、「もしかすると家で何かあるかもしれな
い」と、ヤングケアラーを発見するチャンスと捉えて、「何かあるんじゃな
い」というように聞いていただけると、ありがたいと思います。

もう１つ、一番下のところで、学校の先生たちがヤングケアラーを特定して
も、１割ぐらいは学校生活に問題がありませんでした。

「学校生活に問題のないヤングケアラー」というのは、相当頑張っている人
です。ちゃんと時間どおりに学校に来て、部活もして、友達とも遊んで、も
ちろん宿題もして、成績も悪くないという人です。家族の世話をしながら、
なおかつ学校生活をきちんとやっているというのは、相当に頑張っていま
す。

いま、国の検討会では、「頑張ってるから大丈夫ということではない。相当
大変な思いをしているのではないか」ということを、議論しています。



次に、これは先のものとは別の調査で、市町村調査です。
市町村が、被虐待もしくは要支援として支援が必要な家族と捉えている人の
中から、ヤングケアラーに該当する子どもを特定してもらい、調査をした結
果です。一番上ですが、３割ぐらいは「支障はみられない」ということでし
た。

ほかにも、「学力不振」や、学校を休みがちという「不登校」も結構多いん
ですが、そもそも市町村が子どもの学校生活をどこまで把握できているかと
いう点は気になるところです。
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「日常生活への影響」は、こちらのスライドです。

また「子どもの認識」ですが、これは「子ども自身がどう思っているか」と
いうことを、市町村に聞いたものです。山口県では、子どもの認識を子ども
自身に聞いているので、とても意義がある調査と思います。
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先ほどの行政説明の中にもありましたが、厚生労働省の2020年の調査におい
て、ヤングケアラーのことを「子ども自身の権利が守られていないと思われ
る子ども」のことと説明しています。

このときの調査では、まず「あなたは家族の世話をしていますか」という質
問をしておいて、「世話をしている」と答えた人に、アンケートの最後でヤ
ングケアラーの定義を説明し、「あなたはヤングケアラーだと思いますか」
と質問しました。すると、ヤングケアラーに「当てはまる」が20パーセント
弱で、「わからない、当てはまらない」が４割ぐらいでした。「わからな
い」という子が多いのですが、これは「家族の世話をしているけど、別に権
利侵害されていないから、ヤングケアラーではない」というふうに思ったの
かもしれません。

ただ、支援者にとっては、「ヤングケアラー」や「権利侵害」という概念は
必要です。「子どもが大変な思いをしているから」ではなく、学習権や教育
権が侵害されているなど、子どもの権利条約で保証されている子どもの権利
が守られていないなら、行政や学校は支援しなければいけないわけです。

しかし、子どもに「あなたは権利侵害されていますよ」と言っても、ピンと
来ないかもしれません。子どもに対する説明と、支援者の理解のための定義
とは、分けて考えた方がいいのかもしれないと思っています。
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これは、「市町村では、ヤングケアラーを要対協でどういう分類としている
か」という結果ですが、半分がネグレクトでした。「家の中で食事を十分し
ていない」、「古い、清潔じゃない」、「病気になっても病院に連れて行っ
てもらえない」などのネグレクトが半分なんですが、心理的虐待と身体的虐
待も合わせて30パーセントぐらいあります。

ということは、怒鳴られたり、叩かれたりしながら、ケアを担っている。
「ちゃんとしときなさいよ」と言われて、していなかったら「なんでしな
かったのか」と怒られて叩かれる。怒鳴られたり、叩かれたりして、ケアを
強制されている。「全てのヤングケアラーが自発的にケアをしているわけで
はなく、強制されてケアをしている場合もあるのではないか」との理解が必
要ではないかと思います。
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